
⼀般社団法⼈リスク対策⽀援協会 

 

協会員規約 

 

 本規約は、⼀般社団法⼈リスク対策⽀援協会（以下、「当協会」という。）の協会員に関
する権利義務、⼊退会等、賛助会員活動の基本事項について定めたものである。 

 

（協会員） 

第１条 協会員は、当協会の⽬的に賛同して事業を賛助するために⼊会の申し込みをし、
⼊会登録に必要な条件を満たしていると当協会より認められた法⼈⼜は個⼈をいう。 

（⼊会申込） 

第２条 当協会に賛助会員として⼊会を申し込む場合、当協会所定の書式による会員⼊会
申込書に必要事項を記⼊し、当協会事務局に提出することとする。 

２．当協会は、⼊会申込者が次の各号に該当する場合、⼊会を認めない場合がある。 

（１） ⼊会申込書に虚偽の事項を記載した場合 

（２） ⼊会申込者が本規約⼜は当協会で定める各種規定に違反するおそれのある場合 

（３） その他、当協会が⼊会を適当でないと判断した場合 

（⼊会⾦及び会費） 

第３条 協会員の会費は、別途定める協会員細則にしたがうものとする。 
２．当協会は、協会員への事前の通知をもって、⼊会⾦及び年会費を設定し、⼜は変更す
ることができるものとする。 

（有効期限） 

第４条 協会員資格は、当協会が⼊会申込書を受領し、その⼊会を承認した⽉の翌⽉１⽇
から付与されるものとし、以降本規約第8条乃⾄第10条に該当した場合を除き、⾃動的に
１年間更新されるものとし、以降も同様とする。 

（サービスの提供） 

第５条 当協会は、本規約に基づき、協会員に対し別途定めるサービスを提供する。 

（譲渡禁⽌） 

第６条 協会員たる権利及び義務につき、第三者に譲渡⼜は移転し、あるいは担保に供す
ることはできない。 

（変更の届出） 

第７条 協会員は、登録した協会員情報に変更が⽣じた場合、遅滞なくその旨及び変更後
の事項を、当協会に対して書⾯その他の⽅法をもって通知する。 

２．前項の届出を⾏わなかったことにより⽣じる賛助会員の不利益については、当協会は
⼀切の責任を負わない。 

（退会） 



第８条 協会員は、当協会所定の書式により届け出ることにより、任意にいつでも退会す
ることができる。 

２．協会員が死亡した場合、協会員資格は喪失し、相続等により承継されることはない。 

３．当協会が解散した場合、協会員資格は⾃動的に喪失するものとする。 

（除名） 

第９条 協会員につき次の各号に該当する場合、当協会の事務局において以下の各号を確
認したときは協会員を除名させることができる。 

（１） 本規約⼜は当協会で定める各種規定に違反した場合 

（２） 第３条１項に定める⼊会⾦または年会費の⽀払いを怠った場合 

（３） 当協会の商標権、著作権その他財産、プライバシーを侵害した場合⼜はそのおそれ
のある⾏為をした場合 

（４） 当協会に対し虚偽の事項を報告した場合 

（５） 当協会の名誉を著しく傷付けたと当協会が判断した場合 

（６） その他当協会が賛助会員として不適当と判断した場合 

（反社会的勢⼒の排除） 

第10条 当協会は、協会員が反社会的勢⼒（暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時
から５年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼ
うゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ）に該当し、⼜
は、反社会的勢⼒と以下の各号の⼀にでも該当する関係を有することが判明した場合には、
何らの催告を要せず、協会員を退会させることができる。 

（１） 反社会的勢⼒が経営を⽀配していると認められるとき 

（２） 反社会的勢⼒が経営に実質的に関与していると認められるとき 

（３） ⾃⼰、⾃社若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬
的をもってするなど、不当に反社会的勢⼒を利⽤したと認められるとき 

（４） 反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしてい
ると認められるとき 

（５） その他役員等⼜は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢⼒と社会的に⾮
難されるべき関係を有しているとき 

２．当協会は、協会員が⾃ら⼜は第三者を利⽤して以下の各号の⼀にでも該当する⾏為を
した場合には、何らの催告を要せず、協会員を退会させることが 

できる。 

（１） 暴⼒的な要求⾏為 

（２） 法的な責任を超えた不当な要求⾏為 

（３） 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為 

（４） ⾵説を流布し、偽計⼜は威⼒を⽤いて当協会の信⽤を棄損し、⼜は当協会の業務を
妨害する⾏為 



（５） その他前各号に準ずる⾏為 

（著作権） 

第12条 当協会によって製作される著作物の著作権は、全て当協会に帰属する。 

（禁⽌⾏為） 

第13条 協会員は無断で当協会の商標等のロゴの利⽤をしてはならない。ただし、別途定
める協会員細則において利⽤を許諾されている協会員はこの限りではない。協会員は無断
で当協会の名称及び賛助会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利⽤して、個⼈や他
の特定団体の利益等を⽬的とした宣伝活動や営業活動を⾏ってはならない。また、賛助会
員はロゴの利⽤を使⽤してはならない。 

（免責） 

第14条 当協会は、協会員に提供するサービスの利⽤により発⽣した協会員の損害等に対
し、当協会の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任
その他⼀切の責任を負わないものとする。 

（規約の変更） 

第15条 本規約（ただし、協会員細則も含む）は、当協会理事の過半数の⼀致により改廃
することができ、協会員の同意なく適宜変更することができる。 

２．本規約を変更した場合、当協会は適宜協会員に対してその旨通知することとする。 

（訴訟管轄） 

第16条 本規約に関し、訴訟提起の必要が⽣じた場合には、東京地⽅裁判所をその専属管
轄裁判所とする。 

（附則） 

１ 本規約は、令和 3 年 4 ⽉ 1 ⽇より実施する 


